
自転車活用促進・ツーリズム推進部会設置要綱

（設置）
第１条 徳島県自転車活用検討委員会設置要綱第６条の規定に基づき、自転車活用促進・
ツーリズム推進部会（以下「部会」という。）を置く。

（所掌）
第２条 部会は、次に掲げることについて検討を行う。
（１）自転車の活用促進に関すること
(２）サイクルツーリズムの推進に関すること
（３）その他、自転車の活用促進・ツーリズム推進に必要な事項

（組織）
第３条 部会に属する部会員は、別表に掲げる者及び団体に属する者（以下「部会員」と
いう）をもって組織する。

（部会長）
第４条 部会に、部会長１名を置き、徳島県自転車活用検討委員会の委員長がこれに当た
る。

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
３ 部会長に事故があるときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその
職務を代理する。

（部会）
第５条 部会は、必要に応じて部会長が招集する。
２ 部会の議長は、部会長がこれに当たる。
３ 部会長は、部会の運営上必要な場合は、部会員以外の者を部会に出席させて、説明を
求めたり、意見を聞くことができる。

（庶務）
第６条 部会の庶務は、徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課が所掌する。

（雑則）
第７条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が別に定める。

附則
この要綱は、令和６年７月１日から施行する。


